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〒061-3292　協働推進・市民の声を聴く課　☎72-3153
　72-3199　　kyoudou@city.ishikari.hokkaido.jp

　認知症高齢者グループホーム
　等の設備及び運営に関する
　基準について

　市営住宅の入居資格要件
　ついて

認知症高齢者グループホーム等の地域密
着型（介護予防）サービス事業の設備や
運営に関する基準は、これまで国が定め
ていましたが、法律の改正により、これらの
基準は市町村が条例で定めることになり
ました。石狩市では、地域の実情等を考慮
しながら設備等の基準を条例で定めます。

市営住宅の入居資格は、これまで公
営住宅法において全国一律で定めら
れていましたが、法律の改正により、こ
の資格は市町村が条例で定めること
になりました。石狩市では、これらにつ
いて条例等で規定し、現行の取り扱
いを今後も継続します。

意見の提出方法 氏名・住所・連絡先を明記の上、文書持参・郵送・ファクス・
Ｅメール・音声ファイル・録音テープのいずれかで提出。
意見はどなたでも提出できます。

意見の提出先

意見の募集締切 10/31（水） 意見の検討結果 12月中に公表予定

問合せ 高齢者支援課　☎72-6121 問合せ 建設指導課　☎72-3144

建設関係 介護関係
講習科目　①小型移動式クレーン（20h、16h）　②フォーク

リフト（35h、31h、11h）　③車両系建設機械（整
地等／ 38h、18h、14h）　④高所作業車（14h、
12h）　⑤玉掛け（19h、16h、15h）

講習機関　㈱さくらコミュニティサービス
（札幌市北区北40西4-2-7札幌N40
ビル6階）☎011-716-3987

受講期間 第2期11/1㈭～12/28㈮
 第3期12/3㈪～H25/1/31㈭
 第4期 H25/1/7㈪～2/28㈭
 第5期 H25/2/1㈮～3/29㈮

講習機関　㈲試験場前自動車学園　札幌クレーン特殊学校（札
幌市手稲区曙5条5丁目110-8）☎011-685-0471

受講期間　第2期 11/1㈭～30㈮、第3期 12/3㈪～28㈮、第4
期 H25/1/7㈪～31㈭、第5期 H25/2/1㈮～28
㈭、第6期 H25/3/1㈮～29㈮

講習科目　介護ヘルパー 2級

共　通
募集期間

第2期 10/1㈪～ 15㈪　　　　第3期 11/1㈭～ 15㈭　　　　第4期 12/3㈪～ 13㈭
第5期 H25/1/7㈪～ 15㈫　　第6期 H25/2/1㈮～ 15㈮

地球温暖化の影響で、北海道の場合、都市化の影響の少ない地点で平均すると100年で1.0度の上昇、札幌ではこれが1.9度上昇しています。
実際に桜の開花日が年々早くなる、流氷の接岸期間が短くなるなどの観測結果も出ています。（札幌管区気象台）
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介
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狩
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融
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融
資

を
受
け
た
方
は
2
％
）が
補
助
さ
れ

ま
す
。

対
象　

平
成
24
年
4
月
1
日
〜
9
月

30
日
ま
で
に
同
制
度
利
用
に
よ
る
利

子
を
支
払
っ
た
方 

受
付
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